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首都圏空港機能強化技術検討小委員会の設置について

交通政策審議会航空分科会の運営方針

○航空分科会の下に常設された２つの部会(基本政策部会、技術・安全部会)があり、個別専門的な課題が生じ
た場合には、期限を設けて小委員会を設置する。

○各部会・小委員会は、その上位の分科会または部会へ適宜状況の報告を行い、取りまとめ前に了承（メール審
議含む）を る ととする議含む）を取ることとする。

概要

・年1回開催
航空分科会 ・航空行政の方向性について議論

・部会や小委員会での議論内容の報告

・1~2ヶ月に1回程度開催
基本政策部会 ・これまでの航空政策のフォローアップ

・今後の航空政策の方向性について議論

・年に2回程度開催技術・安全部会 ・年に2回程度開催
・航空運送、航空交通及び空港分野に関する安全、技術面の審議

小委員会① ・専門技術的な個別課題について、小委員会を設置し、検討を実施
－①：航空分科会の下に置くもの

－②：各部会の下に置くもの小委員会②

基本政策部会の下に、新たに首都圏空港機能強化技術検討小委員会を設置し、
首都圏空港の更なる機能強化について技術的な検討を行うこととしたい。


